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 「経済財政運営と改革の基本方針 2019」（令和元年 6月 21日閣議決定）において、地域医療構想の実現

に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について診療実績データの分析を行い、具体的

対応方針の内容が民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機能の再

編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点支援区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援

を行うこととされた。 

 

 

 

● 都道府県は、当該区域の地域医療構想調整会議において、重点支援区域申請を行う旨合意を得た上で、

「重点支援区域」に申請を行うものとする。 

● 「重点支援区域」は、都道府県からの申請を踏まえ（随時募集）、厚生労働省において選定する。なお、

選定は複数回行うこととする。 

● 重点支援区域の申請または選定自体が、医療機能の再編や病床数等の適正化に関する方向性を決める

ものではなく、また、重点支援区域に選定された後も、結論については、あくまでも地域医療構想調整会

議の自主的な議論によるものであることに留意が必要。 

● 「重点支援区域」における事例としての対象は、複数医療機関の医療機能再編等事例とする。なお、再

検証対象医療機関※が対象となっていない事例も対象となり得る。 

※ 厚生労働省が分析した急性期機能等について、「診療実績が特に少ない」（診療実績がない場合も含む。）が９領域全てとな

っている、又は「類似かつ近接」（診療実績がない場合も含む。）が６領域（人口 100 万人以上の構想区域を除く。）全てとな

っている公立・公的医療機関等 

 

 

 

【技術的支援】 

 ・地域の医療提供体制や、医療機能再編等を検討する医療機関に関するデータ分析 

 ・関係者との意見調整の場の開催 等 

【財政的支援】 

・地域医療介護総合確保基金の優先配分 

・病床機能の再編支援を一層手厚く実施 

重点支援区域について 

背景 １ 

基本的な考え方 2 

支援内容 3 


